


３ 改定の趣旨

（１） 現行計画

県では、平成 10年（1998 年）3 月、各市町が「緑の基本計画」を策定する指針となる「三

重県広域緑地計画」（以下、現行計画）を策定しています。

現行計画では、三重県は自立都市分散型県土を形成し、それぞれの都市が近郊に豊かな

自然を有していることから、その構造を維持し、身近な自然の維持・形成や自然と都市の

結びつきを強化する地域づくりを目指しています。

ここでの自立都市分散型県土とは、自然資源が希薄な大都市と対比して、身近な生活圏

での豊富な自然や都市の利便性、拠点性、自立性を有した中規模都市が県土に分散してい

る状況を指しています。そして、この自立都市分散型県土を念頭に広域的な緑地のあり方

を示す基本理念と基本方針、緑地配置構想が、次のとおり策定されています。

基本理念；里山と水系に支えられた生態環境都市の創造

平野の都市、盆地の都市、海辺の都市、山・海の都市、それぞれの身近な自然

環境を保全・活用し、個性を失うことのない魅力ある地域づくりを展開する。

基本方針；

「自然とのふれあい」：身近な日常生活空間（「生活創造圏」）における豊かな自然との

ふれあいの場を維持、形成する。

「自然保護と開発の調和」：各種の開発は、自然との調和を最重要視しつつ推進し、自

然に対する影響を緩和する手法を積極的かつ必須の配慮として導入する。

「歴史的、文化的、社会的特性の尊重」：様々な地域の歴史的資源、文化資源、社会特

性を尊重し、個性的でユニークな環境づくりを推進する。

「美しい景観への配慮」：三重県景観形成指針（平成 9 年(1997 年)3 月）にしたがって、

美しい自然景観を保全し、魅力ある都市景観を創造する。

【里山とは…】

三重県自然環境保全条例第 30 条に、里地里山は「多様な動植物が生息し、又は生育す

る良好な自然環境を形成することができると認められる市街地若しくは集落地又はこれ

らの周辺の地域にある樹林地、農地、湿地等の存する区域」と定義されています。

この定義のように「里地里山」は、奥山等の原生的自然に対し、人が利用してきた（い

る）地域の樹林地、農地、湿地等の総称として捉えられ、そのうち、竹林やスギ・ヒノ

キ植林等も含めた 2 次林をここでは「里山」と呼んでいます。（2 次林；伐採、山火事等

により森林が破壊された後に成立した樹林地）

しかし、現在の「里山」は、かつての生産や経済活動の場としての価値は薄れ、良好

な自然環境を形成する区域として捉えられています。さらに、地球温暖化防止や生物多

様性保全等の地球環境問題への関心の高まりとともに、低炭素都市の実現等、都市環境

改善に重要な場として、その保全・再生が注目されています。

【生態環境都市のイメージ】

色々な生き物が共生し、行き来するための様々な環境条件（＝生態環境）を有した都

市（まち）をイメージしています。そこでは、山や海等の原生的な自然と直接、又は里

山・水系を介してつながり、健全な水循環や色々な自然、豊かな生態系が維持されてい

ます。

-2-



緑地配置構想；

緑の視点から見た土地利用の基本的な考え方を示した土地利用構想と、都市計画区

域を対象として自然的緑地※1 や施設緑地※2 の整備方針を示した緑地配置構想を策

定しています。

※1：里地里山や海岸沿いの松林等、人為的につくられた公園・緑地等を除いたもの。
※2：「三重県広域緑地計画報告書（平成 10年（1998 年）3月：三重県）」において「河川区域内の緑地、農地、

各種営造物の緑地、ゴルフ場、民有地緑地、工場緑地等は含まない」と定義される緑地。

図 1.2 現行計画における緑地配置構想

-3-







５ 圏域区分

三重県は 29 市町からなり、そのうち、25 市町に都市計画区域があります。

三重県都市マスタープランでは、広域的視点から調整を行う範囲として、県内を「北勢

圏域」「中南勢圏域」「伊勢志摩圏域」「伊賀圏域」「東紀州圏域」の 5 つの広域都市圏に区

分し、都市づくりの方向性について検討しています。

三重県広域緑地計画においても、一体的な都市活動があるエリアにおいて、広域的な視

点で、地域の実状に応じて必要なみどりの保全や緑化推進を検討する必要があるため、「北

勢圏域」「中南勢圏域」「伊勢志摩圏域」「伊賀圏域」「東紀州圏域」の 5 圏域に区分し、将

来像の検討等を行います。

図 1.5 三重県の「5 圏域」
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